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自己紹介

• 私の年齢は７５歳
• ロービジョン(弱視)
左０．15 右０．０２

（矯正視力）

• 大腿骨の発育不全による肢体
障害あり。

• 福祉系の大学・大学院を卒業
し、障害者福祉論などを教え
てきた。ライフワークは、視覚
障害リハビリテーションの普及
活動。４５年以上続けている。



今日の話しの内容

• 1 65歳問題について分かりやすく説明する
• 2 介護保険法と障害者総合支援法の支援目

的の違いについての正しい理解を進める

• 3 いかに世の中に視覚障害の特性と視覚リ
ハについて知られていないかを、私たち関係
者が理解し、障害福祉の関係者・介護保険関
係者だけでなく、広く世間一般に視覚障害者
向けのサービスについての情報提供を行うこ
との必要性について述べる。



65歳問題とは

• 障害者手帳を持ち、障害者総合支援法の下
で、障害支援区分認定を受けて､自立支援給
付を受けていた方が、65歳（特定疾患の場合
40歳）になると､介護保険制度への移行を制
度的に迫られる、移行すると受けられるサー
ビスが減るのと同時に､ほとんど無料か安価
な費用徴収で受けられていたサービスが、1
割負担（所得が高ければ2割負担）となり、負
担が増大するという問題



65歳問題が起こる制度的背景
社会保障制度間の選択優先順

• 病気や怪我などで､保障が必要となった場合受ける
保障に優先順が法律で規定されている。それは

1損害賠償制度 2業務災害補償制度

3社会保険制度、4社会福祉制度

5公的扶助制度

• 介護保険は社会保険制度で、障害者福祉サービス
は、社会福祉制度で運用されているので、65歳（特
定疾患は40歳）になって介護保険サービスが優先と
なる。

• （併給制度については、後に述べる）



障害者総合支援法から見る
介護保険等の優先根拠

• 他の法令による給付等との調整）
• 第七条 自立支援給付は、当該障害の状態につき
、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規
定による介護給付、健康保険法（大正十一年法律
第七十号）の規定による療養の給付その他の法令
に基づく給付又は事業であって政令で定めるものの
うち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用
することができるときは政令で定める限度において
、当該政令で定める給付又は事業以外の給付であ
って国又は地方公共団体の負担において自立支援
給付に相当するものが行われたときはその限度に
おいて、行わない。



障害福祉サービスから
介護保険に移行すると

なぜサービスが減ってしまうのか

個々の能力に合わせて自立を目指す障害者
福祉サービスjp

と
身体介護を中心とする介護保険サービス

の理念の違いによる



身体障害者福祉法の成立当初の
理念

• １９４９年に設立
• 身体障害者が見津からの努力により社会経
済活動に参加すること（更生）を援助すること
を目的とした

• 視覚障害・聴覚障害・肢体不自由などの障害
別縦割りの法制度

• ↓
• リハビリテーションの意味が長く（更生を目指
す）と捉えられた



ちょっと寄り道ですが
障害者福祉法の変遷（1）

• 1949年設立 身体障害者福祉法

• 1950年成立 精神衛生法 改正を重ねて
1995年、精神保健及び精神障害者福祉法

• 1960年成立 知的障害者福祉法（精神薄弱
者福祉法）

• 1970年設立 心身障害者対策基本法→1993
年障害者基本法にて身体障害・知的障害・精
神障害のそれぞれの定義が確立

• 障害別にバラバラの対策から統合へ



障害者福祉法の変遷（2）

• 障害者の範囲は広がり、そしてそれらの統合
としての障害者自立支援法→障害者総合支
援法となり現在に至る。

• 個別障害者に対する対策法から、重複障害
を含めた、サービス体系に変遷した。

• ノーマライゼーション思想から障害は、個人
の問題でなく社会の障壁という考え方による
変化であるが。障害別の対策の要素が強い



障害者総合支援法の目的

• 「第1条の一部」障害者及び障害児が基本
的人権を享有する個人としての尊厳にふさわ
しい日常生活又は社会生活を営むことができ
るよう、必要な障害福祉サービスに係る給付
、地域生活支援事業その他の支援を総合的
に行い、もって障害者及び障害児の福祉の
増進を図るとともに、障害の有無にかかわら
ず国民が相互に人格と個性を尊重し安心し
て暮らすことのできる地域社会の実現に寄与
することを目的とする。



介護保険法の設立背景と特徴
• 2000年に運用開始
• 産業構造の変化による核家族化､家族の介護機能
の低下→介護の社会化の必要

• 介護機能の代替えとしての社会的入院の増加への
対応

• 病院による身体的リハビリの代替えを行う機能の必
要性

• 社会問題化してきた認知症高齢者の介護の必要性
• 身体介護中心に組み立てられた制度
• 財源は社会保険として国民が40歳から保険料負担



介護保険制度の目的
－法第1条－

• この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起
因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せ
つ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養
上の管理その他の医療を要する者等について、こ
れらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自
立した日常生活を営むことができるよう、必要な保
健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行
うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険
制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事
項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉
の増進を図ることを目的とする。



介護保険法においては
どんな障害があって身体介護に

至ったかについての個別の原因
とその対策には重きを
置いていない



支援に対する考え方の比較

• 障害者総合支援法
• 障害ごとに違うニーズ
に適合した支援

• 視覚・聴覚・肢体・知的
・精神など、障害ごとに
違う補装具や日常生活
用具などの支給

• 介護保険制度
• 介護が必要になった原
因に着目するのではな
く、高齢者が日常生活
を送るために、どのぐら
いの身体的介護を必要
とするかを重視



身体介護と情報保障との違い

• 身体介護とは、排泄・食事・入浴・移動な
どに実際に手を貸す行為のこと

• 介護保険は、高齢者が日常生活を営む
ために、何時間介護者が手を貸さなけ
ればいけないかを測定して、要介護認
定を行う。



要介護認定とは

• 要介護度の認定により､どのぐらいのサービ
スがうけられるかが決まります。

• 要介護5（寝たきり最重度）、要介護1の5段階
の下に要支援1と2という介護予防があります

• 認定調査は、79項目のデータを調査員がソフ
トに入力して判定を受ける1次調査を経て主
治医等の意見書や調査員の特記事項が考
慮されて、基準が決まります。



認定調査の中の視力調査

視力確認表サイズＡ４

視力の調査については､右の図を調査対象
者の正面1ｍの所で示して、どのぐらい「見
る能力」があるかの評価の目安にしていま
す。評価の項目は、
1.普通（日常生活に支障がない）
2.約 1ｍ離れた視力確認表の図が見える
3.目の前に置いた視力確認表の図が見える
4.ほとんど見えない
5.見えているのか判断不能
視野障害があることについても、考慮せず
に、当事者の正面1ｍのところにおいて見え
るのかどうかのみを確認するのみです。



視覚障害は情報障害

単独の視覚障害者は、情報障害者である。ト
イレや浴室の場所、目的地の位置の情報が
把握できていれば、一人で、生活できる。
身体介護は必要なく、情報保障が必要

↓
介護保険の想定外



要介護認定を
慣れた環境で行うと

• 視覚障害＝情報障害
• 視覚障害単独の場合は、慣れ親しんだ環境の中では、行動
が自立しているので、いわゆる身体的介護はほぼ必要ない

• 全盲の方でも､概ね要支援か非該当になります。
• 尚、視覚障害単独の方なので眼科の主治医の意見書を出
すと「内科医か整形外科医の意見書が取れないのか」と窓
口に言われることも良くあるそうです。



まとめると

• 介護保険による給付は、身体介護中心
• 視覚障害という情報障害の特性を考慮したシ
ステムになっていない

• 障害福祉サービスのように個々の障害特性
を細かく考慮した基準になっていない。

↓
• 要介護認定においては、視覚障害単独の
場合、軽度に判定される。



視覚障害者にとっての
65歳問題の真の問題点



視覚リハ（ロービジョンケア）
サービスの根拠

• 同行援護（移動に関する情報提供など）
• 補装具（白杖・点字器・眼鏡など）
• 日常生活用具（音声時計・拡大読書器など）
• 就労支援Ｂ型施設利用（年齢制限なし）
• 訓練（歩行・日常生活・コミュニケーション）

↓
• これら視覚障害者の支援に必要なサービスは、全て障
害者総合支援法が根拠

• 手帳（視覚障害）が必要



あまり知られていない併給制度

• 障害者福祉サービスにあって､介護保険
法にはないサービスについては、介護保
険を利用しながら障害総合支援法の

• サービスを併給して利用することができる
• 残念ながらあまり知られていない
• このことは、視覚障害者に取っては死活
問題となる。



なぜ併給制度は普及しないか

• 関係機関側の理由
• 概ね3年ごとに担当者が移動する
• 介護保険制度利用者が障害者福祉サービスを利用
した場合、国や県から下りてくる補助金の額が減額
される。

• 関係者が介護保険による移動支援と同行援護の情
報保障の違いを理解していない。

• 高齢者に対する視覚リハ（訓練）の存在を知らない
し、知っていても、その効果が信じられていなかった
り､誤解されているなど



例示（とても分かりにくい）

• 資料４－４ 介護保険と障害福祉の適用関係
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11130500-Shokuhinanzenbu/0000150451.pdf
各都道府県障害保健福祉主管部（局）長殿

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企
画課長長

障害福祉課長



ケアマネージャー等

• 見えない・見えにくい方をどのように扱えば良
いかの知識がない

• 障害者福祉サービスと併給できることを知ら
ないか､一部しか知らない。

• 同行援護については、比較的知られているが
視覚リハ関係の知識はほとんどない。

↓
• 視覚障害の理解と視覚リハについての教育
の必要性



東京都のある区でおこなったケアマネ研修における
事前アンケート結果 回答者39名



視覚障害者に対するサービスについて､
どのぐらい知識があるかと、当事者に
紹介したことがあるかについての回答



高齢になってから
中途視覚障害者の側の問題

• 見えなくなったら何も出来ないと考えている。
• 視覚障害者のためのサービスの存在を知らない。
• 特に視覚リハについてはほとんど知識がないことが
多い

• 障害者手帳（視覚障害）を取ることに抵抗がある。
↓

• 上記の状態で介護保険サービスだけ利用して
いる方が多い。



①
視覚障害者に取っての65歳問題
介護保険制度でのサービスでは、
視覚障害という情報障害に対する
サービスは想定されていない

↓
単にサービスが減るのではなく
必要なサービスがうけられない



②
併給可能と行っても、

サービスの存在も知らず、その効
果も知らない中途視覚視覚障害者
などからは、併給の要求すら

出てこない。
ニーズがなければ､併給という
仕組みも､高齢視覚障害者に
対する支援の仕組みも育たない



視覚障害者に対する
リハビリテーションは、

介護保険制度のシステムから
抜け落ちていますから
その必要性と有用性を
あらゆる場面で啓発する
必要があります。



リハビリテーションから抜け落ちた
視覚リハビリテーション

• 歩行訓練などの方法は、１９６０年代に我が
国に輸入されたが、眼科医療とは関わりない
福祉分野で発展した。

• 全盲の中途視覚障害者のリハが中心
• 眼科医療との関連がほとんどなく発展したま
ま現在に至っている。



なぜか抜け落ちた視覚リハ

• リハ医の基本的な
教科書

• 眼科・視覚リハの
ことは全く含まれ
ていない

• （歯科・耳鼻科の
ことは含まれてい
る）



今私が言いたいこと
言えること



第２号被保険者（４０歳から）
特定疾患１６種類



私のブログ

「吉野由美子の考えていることしてい
ること」に

今日のプレゼンをＰＤＦで残します
後からゆっくり見てください。

ＵＲＬ https://yoshino-yumiko.net/



ご静聴ありがとうございました。


